
日本動脈硬化学会 The Japan Diet 登録商標使用規程 
 
 
（趣旨） 
第 1条 この規程は、一般社団法人日本動脈硬化学会（以下、「当学会」という。）が権利を
有する「The Japan Diet」登録商標（以下、「本商標」という。）の使用について、必要な事
項を定めるものとする。 
 
（本商標） 
第 2条 本商標は、当学会の所有する商標権（商標登録番号第 6757779 号）に係る商標登
録を示すものとし、本商標の態様は、別紙 1 のとおりとする。 
２ 指定商品又は指定役務ならびに商品及び役務の区分は別紙 2 のとおりとする。 
 
（使用許諾） 
第 3条 本商標を使用しようとする者（以下、「本商標使用者」という。）は、別紙３の「The 
Japan Diet 商標使用申請書（以下、「申請書」という。）」を、本商標の使用開始前に、当学
会に提出する。 
２ 申請書には、本商標を使用する著作物、商品、サービス等の詳細および本商標の使用状
況が確認できる資料（著作物等の現物のほか、当該著作物等における使用状況がわかる写真
等も可。以下、「資料」という。）を添付する。 
３ 当学会の生活習慣栄養部会（以下、「部会」という。）が、原則として弁護士、弁理士の
見解を求めたうえで許諾条件に基づき資料の審査を行う。部会による使用許諾の承認後、当
学会のあり方委員会の了承を得る。 
４ 使用許諾付与の承認後に、本商標使用者には通知書を送付する。 
 
（許諾条件） 
第 4条 当学会が本商標の使用許諾を与える著作物、商品、サービス等は、下記の各号の条
件を充足する。 
① 肉の脂身、動物脂、鶏卵、清涼飲料や菓子等の砂糖や果糖を含む加工食品、アルコール

の摂取を控える。 
② 魚、大豆・大豆製品緑黄色野菜を含む野菜、海藻・きのこ・こんにゃくを積極的にとる。 
③ 精製した穀類を減らして未精製穀類や雑穀・麦を増やす。 
④ 甘味の少ない果物と乳製品を適度にとる。 
⑤ 減塩を考慮する。 
２ 本商標の使用許諾は、前項のほか、本商標の使用において「The Japan Diet」の食事パ
ターンを示すとともに、特定の食品の摂取を促さず、かつ印象付けない等を条件とする。 
 



（契約） 
第 5条 本商標使用者は、使用許諾付与の承認後すみやかに、当学会と商標通常使用権許諾
契約を締結する。 
2 本商標使用者が本商標使用により対価を得る場合は、商標通常使用権許諾契約に許諾料
に関する文言を記載する。 
3 商標通常使用権許諾契約の締結の前に本商標を使用してはならない。 
 
（附則） 
第 6条 この規程の変更は日本動脈硬化学会理事会の承認を経なければならない。 
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（別紙１） 
一般社団法人日本動脈硬化学会が保有する The Japan Dietに関する登録商標 
商標登録番号 第 6757779 号 

 
 
 

  



（別紙２） 
指定商品又は指定役務ならびに商品及び役務の区分 
第 30 類：茶、コーヒー、ココア、氷、菓子（肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原
料とするものを除く。）、パン、サンドイッチ、中華まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、ホッ
トドッグ、ミートパイ、調味料、香辛料、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、コ
ーヒー豆、穀物の加工品、チョコレートスプレッド、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼
き、弁当、ラビオリ、即席菓子のもと、パスタソース、食用酒かす、米、脱穀済みのえん麦、
脱穀済みの大麦、食用粉類、穀物の加工品を主材とする惣菜 
 
第 41 類：技芸・スポーツ又は知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、電子出版物の
提供、図書および記録の供覧、図書の貸与、書籍の制作、インターネットを利用して行う映
像の提供、インターネットを利用して行う音楽の提供、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデ
オの制作（映画・放送番組・広告用のものを除く。）、スポーツの興行の企画・運営又は開催
（映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走
の興行に関するものを除く。）、運動施設の提供、映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のた
めの施設の提供 
 
第 43 類：飲食物の提供、宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ 
 
第 44 類：栄養の指導、栄養と食生活に関する情報の提供、医療情報の提供、医療機関に関
する情報の提供、健康管理に関する指導及び助言、健康管理に関する情報の提供、病気の症
状に関する情報の提供、健康診断 
 



（別紙３）

⼀般社団法⼈⽇本動脈硬化学会 御中

下記の通り、The Japan Dietの商標の使⽤を申請します。

申請年⽉⽇（⻄暦）

商標使⽤者名

商標使⽤者住所

メールアドレス

電話番号

使⽤責任者名/部⾨名

使⽤⽬的と使⽤内容詳細

使⽤制作物名（校正紙等添付）

指定商品または指定役務ならび
に商品及び役務の区分（プルダ
ウンから選択）

 ①⾁の脂⾝、動物脂、鶏卵、清涼飲料や、菓⼦などの砂糖や果糖
を含む加⼯⾷品、アルコール飲料を控える

 ②⿂、⼤⾖・⼤⾖製品、緑⻩⾊野菜を含めた野菜、海藻・きの
こ・こんにゃくを積極的にとる

 ③精製した穀類を減らして未精製穀類や雑穀・⻨を増やす

 ④⽢味の少ない果物と乳製品を適度にとる

 ⑤減塩する、減塩を考慮する

⑥「The Japan Diet」が望ましい⾷事パターンを⽰したものであ
り特定の⾷品の摂取を促すものではないとの趣旨に反せず、かつ
この趣旨に反することを印象付けないものである

商標を掲載した商品等で対価を
得ますか。（有料）

              御中

上記申請を許諾します。
条件等：商標通常使⽤権許諾契約書の締結

年 ⽉ ⽇
⼀般社団法⼈⽇本動脈硬化学会

使⽤条件は、できるだけ右記①
〜⑤を満たし、⑥を必ず満たす
こととします。当てはまるもの
にチェックを⼊れて下さい。

The Japan Diet商標使⽤申請書

〒


	The Japan Diet登録商標使用規程 20240821_2.pdf
	別紙３.pdf

